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商品概要説明書 

 

 

 

 
（平成 23 年 8 月 1日現在） 

商品名 ＪＡネットマイカーローン 

ご利用 

いただける方 

○お借入時の年齢が満２０歳以上、最終返済時満７２歳未満の方。 
○継続して安定した収入が見込まれる方。 
○当ＪＡが指定する保証会社の保証が受けられる方。 

○その他当ＪＡが定める条件を満たしている方。 

資金使途 

○自動車・バイク購入（中古車を含む。）、点検・修理、車検、購入に付帯する諸費用、自
動車保険（共済）掛金、運転免許の取得資金、車庫建設資金。 

○金融機関・信販会社等のマイカー・二輪ローンの借換資金。 

借入金額 
○３０万円以上５００万円以内（１万円単位）。 

※お借換の場合は、現在お借入れ中のローン残高の範囲内。 

借入期間 
○６か月以上７年以内 

※お借換の場合、現在お借入れ中のローンの残存期間内。 

借入利率 

【固定金利型】 
お借入の全期間、お借入利率は変動しません（ご返済額は一定です。）。 

○金利は店頭に掲示します。詳細については、当ＪＡの融資窓口へお問い合わせください。

返済方法 

○元利均等毎月返済とします。 
※毎月の返済額（元金＋利息）が一定金額となる方法。 

○毎月返済方式、および特定月増額返済方式（毎月返済に加えてボーナスによる 6か月ご

との増額返済）のいずれかをお選びいただきます。 

担保 ○不要です。 

保証人 
○三菱ＵＦＪニコス株式会社の保証をご利用いただきますので、保証人は必要ありませ

ん。 

保証料 
○お客さまから組合へお支払いいただく金利の中から組合が保証会社へ支払いますので

保証会社へのお支払いは必要ありません。 

手数料 ○ご融資の際の手数料、および繰上返済手数料はいただきません。 

ご用意 

いただく書類 

○ご本人であることを証明する書類（運転免許証または健康保険被保険者証） 
○所得に関する書類 

お勤めの方（農業者の方）／源泉徴収票、所得証明書または住民税決定通知書。 
自営業の方／納税証明書および確定申告書。 

○資金使途に関する書類等 
お見積書等資金使途が確認できる書類 

○お借換の場合は、現在お借入中ローンのご返済予定表および車検証。 

※お申込の際には上記以外にも必要な書類がございます。 

苦情処理措置 

および 

紛争解決措置 

の内容 

○苦情処理措置 
 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきましては、当組合本支店
 または管理部（電話：０４２－７５５－８７２３）にお申し出ください。 
 当組合では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努

め、苦情等の解決を図ります。 
 また、神奈川県農業協同組合中央会が設置・運営する神奈川県ＪＡバンク相談所（電話：
０４５－６８０－３０７９）でも、苦情等を受け付けております。 

○紛争解決措置 
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。 
 上記当組合管理部または神奈川県ＪＡバンク相談所にお申し出ください。 

  横浜弁護士会紛争解決センター（電話：０４５－２１１－７７１６） 

 

ＪＡネットマイカーローン 

相模原市農業協同組合 

〒252-0239 

神奈川県相模原市中央区中央6－10－10

電話番号 042(755)2111 

http://www.jakanagawa.gr.jp/sagamihara/
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その他 

○お申込みに際しては、当ＪＡおよび当ＪＡが指定する保証会社において所定の審査をさ
せていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、
あらかじめご了承ください。 

○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当ＪＡの融資窓口までお問い合わせく

ださい。 

 


